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不適切な会計処理の判明について 

 

 

 今般、当社の過去の決算において、一部の営業取引について不適切な会計処理が行われていたこ

とが判明したことを受けて、当社は、当該取引における会計処理を修正することといたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

１．不適正な会計処理が判明した経緯 

今般、当社は証券取引等監視委員会開示検査課から指摘を受け、平成 25 年３月期における一部

の営業取引について不適切な会計処理が行われていたことが判明いたしました。当社は、社内にお

いて協議を行った結果、当該取引における会計処理を修正することといたしました。 

 

２．不適切な会計処理の内容 

当社は平成 25 年３月期において、環境関連商品の販売による売上及び当該販売にかかる仕入を

計上しておりましたが、当該営業取引について実際の納品が仕入れ先から販売先になされてなかっ

たことが判明いたしました。 

当該取引は、平成 25 年３月、当社が仕入れ先から環境関連商品を仕入れ、販売先に販売し、当

該販売先からさらに別の企業へ転売される予定でした。しかしながら、当該販売先の転売の営業が

不調に終わったために、当社から販売先への売上の決済ができず、これによって、当該環境商品の

製造及び納品も行うことができない事態となっておりました。当時の監査法人からは、決済代金の

確認ができなければ当該取引に係る売上計上は認められない旨を言われていたため、当時の当社の

代表取締役が、当該決済に必要な資金を自身で借り入れ、その借入金をもって当該販売先に対する

売上債権の回収であるとして決済を完了させておりました。なお、現時点においても、当該商品の

製造及び納品は行われておりません。 

このような事象の判明を受け、当社は当該営業取引を取消し当該営業取引にかかる会計処理を修

正いたします。 

その結果、平成 25 年３月期の会計処理については、当該販売による売上 76,190 千円及び当該販

売にかかる仕入 30,476 千円を取消処理いたします。また、当該取消に伴い当該売掛金に対する貸

倒引当金を繰入れておりましたが、当該売掛金に対する貸倒引当金繰入額 7,200 千円を取消処理い

たします。 



当社グループは、当該営業取引についての会計処理修正による過年度訂正を行うことにより、平

成 25 年３月期においては債務超過となり、平成 24年３月期から２期連続債務超過となる見込みで

あります。 

 

３．今後の対応について 

 今般の詳細な不適切な会計処理に至った経緯及びその原因については、今後、迅速に取りまとめ、

開示してまいります。また、当該経緯及び原因を踏まえ、再発防止策を取りまとめ、ご報告いたし

ます。 

 当社は、本件に関しまして会計監査人に報告しておりますが、当該過年度修正に伴う決算の会計

監査人につきましては現在未定であります。 

 今後、早急に修正を行う会計監査人を決定し、会計監査人の監査を受け、すでに提出済みの有価

証券報告書等につきましては、準備が整い次第速やかに訂正することを予定しております。 

 今般の件につきましては、真摯に反省し、今後こうした事態を起こさないよう、再発防止に努め

てまいる所存でございます。 

以上 


